
第３章 安全衛生管理規程における安
全衛生管理体制



Ⅲ-1. 労働衛生行政と基本的な法律

労働衛生行政
厚生労働省 労働基準局 →
都道府県労働局 → 労働基準監督署

労働基準法（1947年制定）
＊労働者：労働基準法第９条

職業の種類を問わず、事業又は事務
所（以下「事業」という）に使用される者で、
賃金を支払われる者



労働者災害補償保険法（1947年制定）
業務上の事由又は通勤による労働者

の負傷、疾病、障害、死亡等 →
保険給付

◎ 業務災害（労働災害）
＊業務起因性：業務と傷病等の間に

因果関係があること（業務が原因）。
＊業務遂行性：労働関係のもとで起き

た災害であること。



2019年02月12日
千葉労基署 労災不支給
＊男性支店長がくも膜下出血で死亡
2019年02月21日
鶴見労基署 労災不支給
＊営業職の男性が出張先のホテルで急
性循環不全で死亡。
社屋外の除去？
＊事業主の指揮監督下ではない。
＊具体的な業務命令がない。



労働者災害補償保険法（1947年制定）

◎ 保険料の負担

＊労災保険分は、全額事業主の負担。
（54業種で過去の災害率などを考慮し

て定められる）
＊雇用保険分は、事業主と被保険者（

労働者）がそれぞれ負担。



労働安全衛生法（安衛法1972年制定）
１．職場における労働者の安全と健康の

確保。
２．快適な職場環境の形成と促進。
＊労災隠し（労働安全衛生法）

労働災害が発生した場合は所轄の労
働基準監督署へ報告書を提出しなけれ
ばならない。

報告を怠り、また虚偽の報告をした場
合は、違反した担当者のみならず、会社
の代表者・代理人も50万円以下の罰金。



Ⅲ-2. 安全衛生関連の最近の法律
他の重要な法律

労働契約法、男女雇用機会均等法
雇用保険法、パートタイム労働法
育児介護休業法、最低賃金法
労働者派遣法、女性活躍推進法



過労死等防止対策推進法
過労死等の定義

1. 業務における過重な負荷による脳血
管疾患・心臓疾患を原因とする死亡。

2. 業務における強い心理的負荷による
精神障害を原因とする自殺による死亡。

3. 死亡には至らないが、これらの脳血
管疾患・心臓疾患、精神障害。





労災認定をめぐる新基準（９月改訂）
過労死ラインの水準に近い時間外労働

時間が認められる場合は、他の負荷要
因の状況を十分に考慮する。

他の負荷要因
休日のない連続勤務の多さ。
勤務間インターバルが11時間未満の

勤務の有無・頻度。
身体的負荷を伴う業務の有無。



2021年12月06日
柏労基署 労災認定
＊居酒屋チェーンの調理師。脳内出血
で後遺症が残った。
2016年03月 労災申請したが、過労死ラ
イン（月80時間の残業時間）に満たず、
労災認定をしていなかった。
＊新基準に基づく判断で認定。



改正労働施策総合推進法
（パワハラ防止法）
大企業 2020年4月から
中小企業2022年4月から義務付け











Ⅲ-3. 安全衛生管理体制の構築
厚生労働省
産業廃棄物処理業におけるモデル安
全衛生規程及び解説

労働安全衛生法を基本として、各事業
場において安全衛生管理体制の構築と
労働災害防止のために実施すべき事項
と解説。



安全衛生規程作成支援ツール

従業員数、処理内容を選択するだけで
、自動的に「産業廃棄物処理業における
モデル安全衛生規程及び解説」に沿っ
た安全衛生規程の作成を可能とするツ
ール。

安全衛生チェックリスト
事業場の安全衛生活動への取組状況

を自己診断するためのツール。











3.常時使用する労働者数50人未満
安全衛生推進者

4.常時使用する労働者数10人未満
安全衛生推進者の選任義務も無い

（安全衛生スタッフの選任）

＊安全衛生推進者の選任
平成22年度 労働安全衛生基本調査
事業所規模 10～29人 40.9％

30～49人 52.7％













職場の安全サイト（労働災害事例）
産業廃棄物をドラグ・ショベルでダンプ

トラックに積み込む作業中、ドラグ・ショベ
ルが転落。運転者は脳挫傷により死亡。
◎この災害の原因

1．作業指揮が的確でなかった。
2．作業指揮者が、代理人等を選任せ

ずに現場を離れた。
3．誘導者を配置していなかった。
4．作業計画が定められていなかった。

＊作業主任者、作業指揮者
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